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地理空間情報活用のための取組 3

地理空間情報活用推進
基本法

（平成19年5月30日 法律第63号）

基本計画

基本法

具体的な施策

地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）
の実現

地理空間情報活用推進
基本計画

（平成24年3月27日 閣議決定）

地理空間情報の活用推進に
関する行動計画

（Ｇ空間行動プラン）



地理空間情報活用推進に関する政府の体制 4

○地理空間情報活用推進会議
議長 内閣官房副長官（政務及び事務）
議長代理 内閣官房副長官補
副議長 内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各担当局長級
構成員 その他の関係省庁の局長級（国土交通省国土地理院長）

○地理空間情報活用推進会議幹事会
議長 内閣官房内閣審議官
議長代理 内閣官房内閣参事官
副議長 内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各担当課長級
構成員 その他関係省庁課長級（国土交通省国土地理院企画部長）

連携
産業界 学界

地理空間情報産学官連携協議会

（基本法第十条）
政府は、施策の実施に関し、関係行
政機関による協力体制を整備する。

（基本法第八条）
国、地方公共団体、関係事
業者及び大学等の連携に必

要な施策を講ずる

○地理情報システムワーキンググループ
議長 内閣官房内閣参事官
議長代理 国土交通省国土政策局
副議長 国土交通省大臣官房

国土交通省国土地理院企画部長
構成員 その他関係府省庁課長級

○衛星測位ワーキンググループ
議長 内閣官房内閣参事官
議長代理 内閣府宇宙開発戦略推進事務局
副議長 内閣府、総務省、外務省、文部科学省、

経済産業省、国土交通省の各担当課長級
構成員 その他関係府省庁課長級

（国土交通省国土地理院企画部長）

○Ｇ空間プロジェクト推進
ワーキンググループ

議長 内閣官房内閣参事官
議長代理 内閣府宇宙開発戦略推進事務局

国土交通省国土政策局
副議長 総務省情報流通行政局

国土交通省大臣官房
国土交通省国土地理院企画部長

構成員 その他関係府省庁課長級

○個人情報保護・知的財産に関する検討チーム

○国の安全に関する検討チーム

○基盤地図情報整備・更新に関する検討チーム

①Ｇ空間情報センターの利活用推進チーム
②防災システム高度化推進チーム
③ＩＴ農林水産業推進チーム

④地域・中小企業活性化推進チーム
⑤海外展開推進チーム



地理空間情報活用推進基本計画について 5

地理空間情報活用推進基本法

第九条 （地理空間情報活用推進基本計画の策定等）

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、地理空間情報の活用に関する基本的な計画（地理空間情
報活用推進基本計画）を策定しなければならない

２ 基本計画は、以下の事項について定める
一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 地理情報システムに係る施策に関する事項
三 衛星測位に係る施策に関する事項
四 その他、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

平成20年：基本計画策定（計画期間：平成20年度～23年度）

平成24年：第2期基本計画（計画期間：平成24年度～28年度）



現行の基本計画について
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基本計画（第2期）の目指すべき姿 7

「地理空間情報高度活用社会」（Ｇ空間社会）の実現
誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できる社会

国土のよりよいマネジメント 安全・安心な暮らし・生活利便性の向上

多様な主体との連携促進、地域の活性化経済や社会に新たな活力

国土の利用、整備及び保全の推進、
災害に強く持続可能な国土の形成

安全・安心で質の高い暮らしの実現

新たなサービス・産業の創出 行政の効率化・高度化、新しい公共の推進

変化する国土の状況が適時適切に把握可能になるととも
に位置や時間による切り口での様々な解析が可能となる

身の回りの様々な情報が、場所と結びつけられ
的確な行動や対応を可能とする

屋内外問わず、位置をキーとした様々な情報の融合が可能と
なることにより、新たなサービスや産業が生まれる

行政事務で取り扱う、地域に関する多くの情報が地理空間情
報として効率的に共有化され、活用される



基本計画（第2期）が目指す4つの基本的方針 8

大震災からの
復興、災害に
強い国土づく
りへの貢献

地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着

社会的ニーズに応じた持続
的な地理空間情報の整備と
新たな活用への対応

実用準天頂システムの整
備、利活用及び海外展開

社会全体における地理空間情報の活用推進 ⇒ Ｇ空間社会の実現へ

これら４つの方針の実現を目指し、各府省が連携して具体的な施策を実行

方針１ 方針２ 方針４

方針3

• 利用者にとって価値のある使いやす
い情報を、適切に整備・更新する

• より広範囲な場面・分野での有効活
用のための環境を整備する

• 実用準天頂衛星の整備に可及的速
やかに取り組む

• 産業界と連携した積極的な利活用
と海外展開を図る

• 国が率先して利活用することにより、社会全体における活用を主導す
る

• 社会全体における情報の共有・相互利用のための仕組みを整備する
• 人材の育成、普及啓発活動、関係者間の連携強化を図る

• 速やかな復
旧・復興に資
するための地
理空間情報を
整備する

• 今後想定され
る災害に備え
た地理空間情
報を整備する



方針１：地理情報システム（GIS）に関する施策 9

適切な地理空間情報の整備・更新 活用手段・活用範囲の更なる拡大

陸域・海域の基礎的な地図情報等の整備推進

地名等の地理識別子の体系
的な整備とコード化の推進

基盤地図情報、電子国土基本図等の整備・更新

場所を表す新たな仕組みや
基盤の整備

屋内 屋外

屋内外シームレス位置情報基盤の整備

統計情報

主題情報

空中写真、衛星画像等

陸域の基本図
（電子国土基本図）

各整備主体が連携した
標高データの整備

海域の地理空間
情報（海図等）

国土管理等に重要な
項目の適切な更新

電子基準点等による
地殻変動の詳細把握

• 利用者にとって価値のある使いやすい地理空間情報を適切に整備・
更新

• 国、地方公共団体及び民間事業者は、自ら保有する情報の電子化を
進める

• 電子地図の基準として基盤地図情報等を利用
• （国は）社会一般に対し広く提供すべき情報については、インター

ネットを利用して可能な限り無償または低廉な価格で提供

• 様々なモノを識別し、空間上の位置と結びつけるた
めの情報を体系的に整備

• 屋内外でのシームレスな測位基盤の整備や位置情報
サービスの展開に向けた取組を進める



方針２：衛星測位に関する施策 10

実用準天頂衛星システムの整備の推進等 実用準天頂衛星システム等の利活用の推進

実用準天頂衛星システムの海外展開と国際協力の推進等

準天頂衛星システム利用者

準天頂衛星システム
（地上）

準天頂衛星システム
（宇宙システム）

観光案内 ＩＴ農業 測量

準天頂衛星は、
ビル陰等の影響を

受けにくい

• 実用準天頂衛星システムは、2010年代後半を目途に、まず
は４機体制を整備し、将来的には持続測位が可能となる７機
体制を目指す

• 実用準天頂衛星システムの活用の推進、アプリケーション
の開発などを通じた、積極的な利活用を促進する

• 各分野において産業界との連携を図る

• 実用準天頂衛星システムの海外展開を推進するため、産業界と連携を図りながら、国
際標準化等の環境整備、監視局の設置・運用、人材育成、アジア太平洋地域に共通す
る課題に対応した各種アプリケーション開発等に関する国際協力を総合的に進める

• 米国等と、全世界的衛星測位システム(GNSS)の開発及び利用における国際連携、他国
GNSSとの共存性・相互運用性の向上を図る



方針３：地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着 11

国土の利用、整備及び保全の推進、
災害に強い国土の形成

安全・安心で質の高い暮らしの実現

行政の効率化・高度化、新しい公共の推進新たなサービス・産業の創出

国が自ら、公共施策の実施や行政事務の遂行において
ＧＩＳや衛星測位の活用を積極的に推進

社会全体の
利活用を主導

• 国有林地理情報システムの運用
• 地方公共団体における森林ＧＩＳの整備
• 生物多様性等の環境保全・保護へのＧＩＳの活用
• 資源に関する情報の整備等にＧＩＳを活用

• 犯罪情報分析におけるＧＩＳの活用
• １１０、１１８、１１９番等緊急通報における衛星測位の活

用
• 衛星測位を活用した航空交通、海上交通の安全確保

• 農作業の軽労化に向けた農業自動化システムの開発
• 省エネルギーのためのＩＴＳの実用化を促進
• ユニバーサル社会に対応した歩行者移動支援

• 統合型ＧＩＳや自治体クラウドにおけるＧＩＳの推進
• 国有財産情報公開システム、環境ＧＩＳ、統計ＧＩＳ等の

運用及び国民への情報提供



方針３：地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着 12

地理空間情報の共有と相互利用の推進

測量成果
基盤地図情報

その他、国・地方公共
団体が整備する情報

民間が保有
する情報

防災に関する情報

大学・研究機関
が保有する情報

海域の情報

情報共有
(検索・入手等窓口)

衛星画像

適切な整備・流通・利用のためのルールの整備

関連主体の推進体制、連携強化

研究開発の戦略的推進

知識の普及・人材育成等の推進

海外展開、国際的な取組との連携

利用者

ワンストップ

• 国や地方公共団体など、多様な主体によって整備された地理
空間情報を相互利用が可能となる仕組みを構築

• 標準化の推進
• 個人情報の保護、データの二次利用等への配慮
• 国の安全への配慮

• 政府が一体となった施策の推進と体制整備
• 国と地方公共団体等との連携強化
• 産学官連携の推進

• 国の科学技術戦略の一部として体系的に実施

• 引き続き、産学官の連携によりＧ空間ＥＸＰＯを
開催

• 活用推進を担う
人材を育成

• 実用準天頂衛星システムのアジア太平洋地域への
展開

• 他の技術とのパッケージ化、海外
へのソリューションの展開

• 国際会議やプロジェクト等への積
極的参画



方針４：東日本大震災からの復興、災害に強い国土づくり 13

今後の災害に備えた防災・減災に
役立つ地理空間情報の整備・流通・活用

東日本大震災からの復興のための
地理空間情報の整備

災害時における確実で効果的な活用のためのシステ
ムの整備

災害に強く持続可能な国土のための情報の整備

震災後の空中写真により災害復興計画基図を作成

データ変換等により成果の
ズレを補正、補正が困難な
地域は再調査

地籍調査実施中・実施済の地域

官民境界の調査等を国が実施

地籍調査未実施の地域

デジタル標高地形図

情報共有・連携

火山地質図等の電子化

• 被災地域の速やかな復旧・復興に資する地理空間情報の整備
推進

• 地震や津波により土地境界が不明確になった地域における地
籍再調査等の支援

• 地殻変動の把握や監視技術の高度化
• 災害に強い国土の基盤となる地理空間情報の整備

• 総合防災情報システム
の機能拡充、利用拡大

• 発災時の地理空間情報
の迅速かつ確実な取得
と提供

• 大規模災害時における
地理空間情報の提供及
び二次利用に関する具
体的なルールのあり方
の検討



ここから、最近の取組の話です。
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次期基本計画に向けて
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地理空間情報活用推進基本計画について 16

地理空間情報活用推進基本法

第九条 （地理空間情報活用推進基本計画の策定等）

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、地理空間情報の活用に関する基本的な計画（地理空間情
報活用推進基本計画）を策定しなければならない

２ 基本計画は、以下の事項について定める
一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 地理情報システムに係る施策に関する事項
三 衛星測位に係る施策に関する事項
四 その他、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

平成20年：基本計画策定（計画期間：平成20年度～23年度）

平成24年：第2期基本計画（計画期間：平成24年度～28年度）

ただいま、第3期基本計画を策定中です！



地理空間情報活用推進基本計画（第３期） 骨子案の概要 17

AI/ビッグデータ/IoT技術を活かした
世界最高水準の地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の実現

② 災害に強く持続可能な国土の形成への寄与① 人口減少・高齢社会における安全・安心な暮らし

③ 地域産業の活性化、新たなサービス・産業の創出

・高齢者・障害者等へのモビリティ向上サービス（ゆっくり自動運
転）や見守りサービスの高度化（デジタル見守り）等による、安
全・安心な暮らしの実現

・地震・津波・水害などの災害に対して、リアルタイムな災害情
報の活用等による予測力、予防力、対応力の総合的な強化

地理空間情報を高度に利活用するための環境づくり

・Ｇ空間情報センターを中核とした産学官民による地理空間情報の整備・流通、利活用。
・準天頂衛星システムや電子基準点網の高度化等による、屋内外における高精度・高信頼性の測位サービスの活用。 など

④ 海外展開、国際貢献の進展

・準天頂衛星システム４機体制の確立等による、高精度な測位
サービスと 関連ビジネス、人材育成支援等をパッケージ化した
海外展開の実現

・IT農林水産業、建設現場における i-Construction等による省力
化・生産性の向上

・買い物や医療・健康サービス、各種行政
サービス等、住民の身近なサービス分野にお
いて地理空間情報が活用され、質の高い暮ら
しの実現

・インフラの維持・管理において、自動化技術、センサ技術等
と連携した省力化の実現

・土地利用や動植物等の継続的なモニタリン
グや地理空間情報に基づく適切な対応等に
より、人と自然の共生関係の創出

・地理空間情報を利活用したコンサルティング支援等による新たな
サービス・産業の創出

・地理空間情報や準天頂衛星などの宇宙イン
フラ等と連携した自動化技術の進展、小型
無人機の運用の社会実装等の実現

・防災、環境など我が国が世界をリードする分野で、
測位サービス等と連携し地理空間情報を活用した
国際貢献の実現

・オリパラで注目が集まる中、屋内外シームレス
な移動支援など地理空間情報を高度に活用する姿
を全世界に提示



地理空間情報活用推進基本計画（第３期） 骨子案の概要 18

項目 具体的な施策の概要

１

高精度・リアルタイム
で利用価値の高い地理
空間情報を高度に活用
するためのインフラと
環境の整備

• 準天頂衛星システムや電子基準点網の高度化等による、屋内外における高精
度・高信頼性の測位サービス等の推進。

• Ｇ空間情報センターへの地理空間情報の登録拡大と流通・利活用を促進。
• ３次元で高精度な地理空間情報の整備・更新方針の提示と標準化の推進。
• 様々な分野における納品物の電子化の徹底など地理空間情報の流通を推進。
• 政策の総合的な調整・推進のため体制強化。産学官連携の一層の深化等のた

めの体制強化。

２
オリパラをショーケー
スとする高精度の地理
空間情報の高度な活用

• 訪日外国人や障害者等への屋内外シームレスな移動支援などの地理空間情報
を高度に活用する姿を全世界に提示。

• 自動車の自動走行、小型無人機による宅配サービス等について、モデル事業
の実施とその後の全国展開、海外展開を支援。

• 新事業・新サービスを創出するための支援体制を整備

３

くらしの中で実感でき
る地理空間情報の活用
（国土強靱化、地方創
生等への寄与）

• 国土強靱化や災害対応、インフラの維持・管理等のため、必要なデータの整
備・更新と利活用支援等を実施。

• 農林水産業（IT農林水産業等）や建設現場（i-Construction）において、基
盤的な データの整備・更新・統合や実用化に向けた技術開発・技術移転等を
推進。

• 観光、福祉・健康サービス、国土・自然環境の保全、自治体行政等、様々な
分野での活用のため、Ｇ空間情報センターやRESAS による支援体制を整備。

４
地理空間情報の利活用
による海外展開・国際
貢献等

• 世界最高水準である我が国の測位・衛星システム等の海外展開・国際貢献等
を、人材育成支援などとパッケージ化して積極的に促進。

• 学校教育から社会人など様々なステージで地理空間情報を高度に活用できる
人材育成の総合的なビジョ ンを構築し、中核的な教育・研究拠点を強化

具体的な施策の概要



地理空間情報活用推進基本計画（第３期） 骨子案の概要 19

AI/ビッグデータ/IoT技術を活かした
世界最高水準の地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の実現

② 災害に強く持続可能な国土の形成への寄与① 人口減少・高齢社会における安全・安心な暮らし

③ 地域産業の活性化、新たなサービス・産業の創出

・高齢者・障害者等へのモビリティ向上サービス（ゆっくり自動運
転）や見守りサービスの高度化（デジタル見守り）等による、安
全・安心な暮らしの実現

・地震・津波・水害などの災害に対して、リアルタイムな災害情
報の活用等による予測力、予防力、対応力の総合的な強化

地理空間情報を高度に利活用するための環境づくり

・Ｇ空間情報センターを中核とした産学官民による地理空間情報の整備・流通、利活用。
・準天頂衛星システムや電子基準点網の高度化等による、屋内外における高精度・高信頼性の測位サービスの活用。 など

④ 海外展開、国際貢献の進展

・準天頂衛星システム４機体制の確立等による、高精度な測位
サービスと 関連ビジネス、人材育成支援等をパッケージ化した
海外展開の実現

・IT農林水産業、建設現場における i-Construction等による省力
化・生産性の向上

・買い物や医療・健康サービス、各種行政
サービス等、住民の身近なサービス分野にお
いて地理空間情報が活用され、質の高い暮ら
しの実現

・インフラの維持・管理において、自動化技術、センサ技術等
と連携した省力化の実現

・土地利用や動植物等の継続的なモニタリン
グや地理空間情報に基づく適切な対応等に
より、人と自然の共生関係の創出

・地理空間情報を利活用したコンサルティング支援等による新たな
サービス・産業の創出

・地理空間情報や準天頂衛星などの宇宙イン
フラ等と連携した自動化技術の進展、小型
無人機の運用の社会実装等の実現

・防災、環境など我が国が世界をリードする分野で、
測位サービス等と連携し地理空間情報を活用した
国際貢献の実現

・オリパラで注目が集まる中、屋内外シームレス
な移動支援など地理空間情報を高度に活用する姿
を全世界に提示



G空間情報センターについて 20

Ｇ空間情報利用者Ｇ空間情報保有者

…

民間企業等

地方自治体

研究機関

各省庁等

地理空間情報
ライブラリー

情報サービス業

民間企業

国・地方公共団体

研究機関

公益企業

…

連 携オープンデータ

利用

防災関係者

検索

登録

防災

宇宙・衛星

携帯位置情報

統計情報

ライフライン

電子地図

不動産・

まちづくり航空写真

農林水産

交通

カープローブ

防災

携帯位置情報（平日・昼）

まちづくり、不動産

災害発生状況、避難場所等
カープローブ、
コンビニ情報等

災害ボランティアの円滑な稼働の支援等

地価、人口、都市計画規制等 時間帯毎の人流等

不動産取引、出店計画支援等
（リアルタイムな情報の重ね合わせ）

様々な情報を「位置情報」をもとに国土地理院の
地図等の上に重ねあわせ、表示・分析

世界最高水準の地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の基盤となるセンター



準天頂衛星システム・電子基準点網の高度化について 21

21

全国約1,300か所に設置された電子基準点
によって常時観測されるGNSS信号をリア
ルタイムな高精度測位に活用。

全国常時観測によりいつでも・どこでも利
用可能。

今後、移動体の自動制御にも活用していく。

技術、制度、システム等の海外展開も進め

ていく。

平成29年度中の準天頂衛星4機体制確立、
さらに平成35年度（目途）の7機体制構築

に向け、着実に開発・整備を進めていく。

GNSS連続観測システム
（GEONET）

GPSの補完
衛星数増加による測位精度の向上

GPSの補強
衛星測位の精度向上

（電子基準点を活用してcm級精
度を実現）

メッセージ機能
・ 災害・危機管理通報（災危通
報）
・ 衛星安否確認サービス

準天頂衛星
安否確

認
情報

災害対応
機関等

災危通報
の受信

年度
H24
（2012)

H25
(2013)

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32～H44
(2020～2032)

準天頂衛星
（２～４号機）

初号機(みちび
き)後継機

基本/詳細設計基本/詳細設計 整備整備
３機打上げ

予備設計予備設計 基本/詳細設計基本/詳細設計 整備整備

2023年度めど

7機体制確立

準天頂衛星システムの機能・取組状況（４機体制ベース）

準天頂衛星システムや電子基準点網の高度化等による、屋内外における高精度・高信頼性の測位サービスの活用

災害時の地殻変動の把握

災害対応、復旧・復
興の取組を支援

GNSS衛星

情報化施工

農業機械の自動走行

情報化施工の普及

GNSSアンテ
ナ

電子基準点
全国に約1,300点

中央局
（国土地理院）

GNSS衛星による高精度かつ効率的な測量の実現

準天頂衛星
（日本） GPS（米国）

グロナス（ロシア）
ガリレオ（ＥＵ）

ਗ਼

੦

ਡ

屋内

屋外

移
動

タグ
センサー等

屋内外シームレスな測位環境
を実現するための技術開発

屋内外シームレス測位

準天頂軌道衛星の地上軌
跡
（衛星の地上直下点が描く軌跡）

・個人保持の専用端末
（登山時等）

・避難所等に設置
WiFi等でｽﾏﾎにも接

続

WiFi

農業機械自動走行の普及



G空間情報センターについて
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Ｇ空間情報利用者Ｇ空間情報保有者

…

民間企業等

地方自治体

研究機関

各省庁等

地理空間情報
ライブラリー

情報サービス業

民間企業

国・地方公共団体

研究機関

公益企業

…

連 携オープンデータ

利用

防災関係者

検索

登録

防災

宇宙・衛星

携帯位置情報

統計情報

ライフライン

電子地図

不動産・

まちづくり航空写真

農林水産

交通

カープローブ

防災

携帯位置情報（平日・昼）

まちづくり、不動産

災害発生状況、避難場所等
カープローブ、
コンビニ情報等

災害ボランティアの円滑な稼働の支援等

地価、人口、都市計画規制等 時間帯毎の人流等

不動産取引、出店計画支援等
（リアルタイムな情報の重ね合わせ）

様々な情報を「位置情報」をもとに国土地理院の
地図等の上に重ねあわせ、表示・分析

世界最高水準の地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の基盤となるセンター



方針３：地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着 24

地理空間情報の共有と相互利用の推進

測量成果
基盤地図情報

その他、国・地方公共
団体が整備する情報

民間が保有
する情報

防災に関する情報

大学・研究機関
が保有する情報

海域の情報

情報共有
(検索・入手等窓口)

衛星画像

適切な整備・流通・利用のためのルールの整備

関連主体の推進体制、連携強化

研究開発の戦略的推進

知識の普及・人材育成等の推進

海外展開、国際的な取組との連携

利用者

ワンストップ

• 国や地方公共団体など、多様な主体によって整備された地理
空間情報を相互利用が可能となる仕組みを構築

• 標準化の推進
• 個人情報の保護、データの二次利用等への配慮
• 国の安全への配慮

• 政府が一体となった施策の推進と体制整備
• 国と地方公共団体等との連携強化
• 産学官連携の推進

• 国の科学技術戦略の一部として体系的に実施

• 引き続き、産学官の連携によりＧ空間ＥＸＰＯを
開催

• 活用推進を担う
人材を育成

• 実用準天頂衛星システムのアジア太平洋地域への
展開

• 他の技術とのパッケージ化、海外
へのソリューションの展開

• 国際会議やプロジェクト等への積
極的参画



基本計画（第２期）における位置づけ 25

（１）地理空間情報の共有と相互利用の推進
地理空間情報の活用を推進するためには、各主体によって整備される様々な地理

空間情報を、利用者が容易に検索し、入手・利用できる環境の整備が必要である。
このためには、地理空間情報を、各整備主体の枠を超えて社会全体において共有す
る仕組みが必要となる。

このため、国は、国の各機関や地方公共団体など、多種多様な主体によって整備
される地理空間情報及びその所在情報について、各整備主体の協力により、測量成
果、画像情報、防災情報等、データの特性・分野別にそれぞれ集約、管理、提供等
を適切に行うための取組を推進する。

（中略）

また、このようにして特性・分野別に集約された地理空間情報について、利用者
が統合的にワンストップで検索・閲覧し、情報を入手・利用するために必要となる
環境の整備・改良等を実施する。さらに、様々な地理空間情報を二次利用等する場
合に必要となる各種手続を容易に行うことができる仕組みを構築する。

こうした取組と、研究機関やＮＰＯ、民間事業者等による情報の利用や研究開発
等が相互に連携し、国、地方公共団体、民間事業者等が一体となって施策を推進す
ることで、我が国における地理空間情報の共有・提供を行う情報センターの構築を
目指す。

（第Ⅱ部 ４．地理空間情報の整備と活用を促進するための総合的な施策）

情報共有化に関する検討 ⇒ Ｇ空間情報センター構想



G空間情報センター 26

現在プレオープン中

https://www.geospatial.jp
/gp_front/

11月24日に正式運営開始

（G空間EXPO2016で運営開
始記念シンポジウムを開催）



G空間情報センターの主な機能 27

• ショーケース
の紹介

が可能

• カテゴリ

• エリア

• キーワード

でデータの検索
が可能



ショーケース（例：はたらくくるま） 28

内容• 内容

• 使用したデータ
（ページからア
クセス可）



国土地理院施策との連携 29

基盤地図情報・電子国土基本
図をはじめとした国土に関す
る基本的な地理空間情報を整
備・更新し、広く一般に提供
する

基盤地図情報電子国土基本図

内閣府、総務省、農水省及び地方公
共団体と連携

地図情報の更新が迅速化

地理空間情報の提供

検
索

閲
覧

地図・空中写真
閲覧サービス

入
手

基盤地図情報等ダウンロード

地理院地図
（電子国土Web）

各種
地理空間情報

収集・保管

空中写真

基本測量成果

目 録
メタデータ

各種
地理空間情報

国土地理院その他の国の機関及び地方公共団体等
が測量で得た地理空間情報を総合的に検索・閲
覧・入手・利用できるサービス「地理空間情報ラ
イブラリー」を提供する。

中央局
(つくば市）

準天頂衛星（日本）グロナス（ロシア） GPS（米国）

電子基準点

全国に配置した電子基準点の確実な
運用等を通じて、正確かつリアルタ
イムに位置情報を把握し、提供する。

地理空間情報の整備・更新 位置情報の把握・提供

ガリレオ（EU）

政府標準利用規約（第2.0版）に従った「国土地理院コンテンツ利用規約」によりオープンデータとして提供

→ G空間情報センターで流通・活用

各種地理
空間情報

整備した
地図情報

基準点の
位置情報

効率的な連携を
検討中



国土地理院登録データ（リンク）のサムネイル画像（１） 30

① 基盤地図情報（基本項目） ② 基盤地図情報（数値標高モデル）

③ 地球地図日本

④ 数値地図500万（総合）
日本とその周辺

⑤ 地図・空中写真閲覧サービ
スの空中写真

⑥ 地理院地図のデータ（地理
院タイル及び3Dダウンロード
データ）

⑦ 細密数値情報（10mメッシュ土
地利用）

⑧ 植生指標データ（国土
地理院）

⑨ 地図・空中写真閲覧サービ
スの公共測量地図

実データを登録



国土地理院登録データ（リンク）のサムネイル画像（２） 31

⑩ 電子国土基本図（地図情報） ⑪ 場所情報コード
⑫ 干渉SAR関連情報

⑬ 火山土地条件図 ⑭ 火山基本図

⑮ 防災関連情報

⑯ 湖沼湿原調査報告書



G空間EXPO2016

32
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G空間EXPO2016公式Webサイト：http://www.g-expo.jp/


